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法令解釈通知の改正について  

1，通知改正の主旨   

確定拠出年金の導入から3年以上が経過したが、現在の運用環境では想定利回りを  

下回るような運用結果であることも珍しくないこと、また、導入時教育において基本  

的な事項を習得していない加入者も見受けられること等から、導入後の教育（継続教  

育）の重要性が指摘されているところである。   

しかし、現状では、導入から十分な時間を経ていないことから、継続教育について、  

特定の方法が確立されているには至っておらず、様々な取り組みが行われている状況  

にある。   

そこで、投資教育についての法律上の努力義務を前提に、継続教育について各々 

企業に応じた多様な取り組みを促すことが重要であるとの認識の下、確定拠出年金連  

絡会譲のメンバーである企業等の取り組みを事例集として取りまとめて、広く提供す  

るとともに、主として制度導入時の教育を念頭においていた従来の法令解釈通知を改  

正し、継続教育を明確に位置付けるとともに、実施に当たっての配慮事項等を示すこ  

ととしたものである。  

2．通知改正の概要   

投資教育の実施に当たって、必須事項と配慮事項を明確化するため、必須事項を「努  

めること、必要がある」とし、配慮事項を「配慮すること、望ましい」とした。  

① 投資教育を実施する場合の必須事項   

ア．加入時・加入後の投資教育の計画的実施の必要性  

＞ 加入時・加入後の投資教育については、それぞれの目的・重要性を有する  

ことから、その性格の相違に応じて、加入後教育を含めた計画的な実施に  

努めること。また、加入者等が的確かつ効果的に習得できるよう、全体の  

計画の中で、その内容の配分に配慮する必要がある。   



イ．継続教育における制度実態の把握の必要性   

＞資産配分、運用指図の変更回数等の運用の実態、コールセンター等に寄せ  

られた質問等の分析やアンケート調査により、加入者等のニーズを十分把  

握し、それに応じた内容となるよう、配慮する必要がある。また、運営管  

理機関は制度の運用の実態等を定期的に把握■分析し、事業主に情報提供  

するとともに、必要な場合には投資教育に関する助言をすること。  

ウ．継続教育における基本的な事項の再教育の必要性   

＞基本的な事項が習得できていない者に対しては、制度に対する関心を喚起  

′    するよう十分配慮しながら、基本的な事項の再教育を実施すること。  

エ．投資教育を委託した場合の実態把握の必要性   

＞事業主が運営管理機関に投資教育を委託する場合には、事業主は投資教育  

の内容・方法、実施後の運用の実態、問題点等について実施状況を把握す  

ること。  

② 投資教育を実施する場合に配慮すること  

＞ 投資教育後にアンケート調査や運用指図の変更回数等により、目的に応じ  

た達成状況を把握することが望ましい。  

＞継続教育においては、より高い知識及び経験を有する者にも対応できるメ  

ニューに配慮することが望ましい。  

＞継続教育については、具体的な質問等が寄せられることから、コールセン  

ター、メール等により個別の対応に配慮することが望ましい。  

＞事業主は、就業時間中における説明会の実施等、できる限り協力すること  

が望ましく、また、加入後の投資教育についても、できる限り多くの加入  

者等に利用の機会が確保されるようにすることが望ましい。  

＜参考＞  

上記のほか、改正前の通知では、「情報提供」を「教育研修」と「狭義の情報提   

供」の双方に使用していることから、いわゆる研修会等の教育は「投資教育」、電   

子メールやビデオ等の媒体を通して提供するものは「情報提供」とした。  
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確定拠出年金法並びにこれに基づく政令及び省令について（法令解釈）＜抜粋＞  

第2 資産の運用に関する情報提供（いわゆる投資教育）に関する事項  

1．基本的な考え方  

（1）確定拠出年金は、我が国の年金制度において、個々の加入者等が自己責任に   

より運用し、その運用結果によって給付額が決定される初めての制度である。   

確定拠出年金が適切に運営され、老後の所得確保を図るための年金制度として   

国民に受け入れられ、定着していくためには、何よりも増して加入者等が適切   

な資産運用を行うことができるだけの情報・知識を有していることが重要であ   

る。したがって、法第22条の規定等に基づき、投筆勢育を行うこととなる確   

定拠出年金を実施する事業主、国民年金基金連合会及びそれらから委託を受け   

て当該投草翠育を行う確定拠出年金運営管理機関等（この第2の事項において   

「事業主等」という。）は、極めて重い責務を負っており、制度への加入時は   

もちろん、加入後においても、個々の加入者等の知識水準やニーズ等も踏まえ   

つつ、加入者等が十分理解できるよう、必要かつ適切な鱒草撃育を行わなけれ   

ばならないものであること。  

（2）投筆教育を行う事業主等は、常時上記（1）に記した責務を十分認識した上   

で、加入者等の利益が図られるよう、当該業務を行う必要があること。  

2．加入時及び加入後の投資教育の計画的な実施について  

（1）加入時には、実際に運用の指図を経験していないことから、確定拠出年金制度   

卯運用の指図の意味を理解すろこと、具仕的な資塵の配分が眉らできる⊆   

と及び運用による収革状況の把握ができることを主たる目的として、そのために   

必要な基礎的な事項を中心昼準育を行うHが効果的でぁる。事業主等は過大な   

内容や時間を設定し㌧形式的な伝達に陥ることのないよう、加入者等の知識水準   

や学習意欲等を勘案し、内容、時間、提供方法等について十分配慮し、効果的な   

実施に努めること。  
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廷）加入後の投資教育は、加入時lこ基本申な事項が習得できていなし、者lこ対する再   

教育の機会として、ま七、制度lこ対する関心が薄し、割こ対する関心の喚起のため   

にも極めて重要である   

担冬草が実際lこ運用の手旨図を経験していること力、ら、加入前の段階では理解が   

難い′、金融商品の特徴や運用等についても運用の実績データ等を活用し、よ吐実   

墜卵、効果的な知識の習得が期待されるL  

（旦）中ロ入時及び加入後の投資教育については、それぞれ、上記のような目的、重要   

性 有するものであり、その性格の相違に 意し、実施に当たっての目的 明確   

にし、加入後の教育を含めた計画的な実施に努めること。  

3．法第22条の規定に基づき加入者等に環供すべき具体町な投資教育の内容  

（1）翠筆教育を行う事業主等は、2で述べたように、加入時及び加入後の投資教室   

申月的、性格等lこ応じて、（3＝こ掲げる事項について、加入時、加入後を通じ   

た全鱒の計画の中で、加入者等が的確かつ効果的に習得できるよう、その内容¢   

野分に配慮する必要がある。   

享卑、草履に、アンケート調査、運用の事旨図の変更回数等により、目附こ応じ   

た  の達成状況   することが望ましい  

（2）特に、加入後の投資教育においては、次のような事項lこついて配慮する⊆と  

む運用商品に対する資産の配分、運用指国の変更回数等の運用の実態、コ＝辿  

叶等lこ寄せられた質問等の分析やアンケート調査により、対象となる加  

斗考等の＝十ズを十分把握し、対象者のニーカニ応じた内容となるよう、配慮  

す垂必要があるp   

細分析し、事業主  

昼情報提供するとともに、必要な場合には投資扱者l三即する助言をす良基上屋  

嬰阜こと。  

（、）基 的な事項が習娼できていない に対しては、制度に対する 心 喚起す  
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るよう十分配慮しながら、基本的な事項の再教育を実施すること。また、加入   

者等の知識及び経験等の差が拡大していることから、より高い知識及び経験を  

有する者にも対応できるメニューに配慮することが筆ましし㌧  

革 具体的な資産配分町事例、金融商串ごとの運用実績等の具体的なデータを活  

用すをこと等l羊より、運用の実際が実盛的に習得できるよう配慮することが効   

果的である。  

（3）具体的な内容  

① 確定拠出年金制度等の具体的な内容   

ア わが国の年金制度の概要，改正等の動向及び年金制度における確定拠出年   

金の位置づけ   

イ 確定拠出年金制度の概要（次の（ア）から（キ）までに掲げる事項）   

（ア）制度に加入できる者とその拠出限度額   

（イ）運用商品（法第23条第1項に規定する運用の方法をいう。以下同じ。）  

の範囲、加入者等への運用商品の提示の方法及び運用商品の預替え機会の  

内容   

（ウ）給付の種類、受給要件、給付の開始時期及び給付（年金又は一時金別）  

の受取方法   

（エ）加入者等が転職又は離職した場合における資産の移換の方法   

（オ）拠出、運用及び給付の各段階における税制措置の内容   

（力）事業主、国民年金基金連合会、運営管理機関及び資産管理機関の役割   

（キ）事業主、国民年金基金連合会、運営管理機聞及び資産管理機関の行為準  

則（責務及び禁止行為）の内容  

② 金融商品の仕組みと特徴   

預貯金、信託商品、投資信託、債券、株式、保険商品等それぞれの金融商品に  

ついての次の事項   

ア その性格又は特徴   

イ その種類   

り 期待できるリターン  
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エ 考えられるリスク  

オ 投資信託、債券、株式等の有価証券や変額保険等については、価格に影響   

を与える要因等  

③ 資産の運用の基礎知識   

ア 資産の運用を行うに当たっての留意点（すなわち金融商品の仕組みや特徴  

を十分認識した上で運用する必要があること）   

イ リスクの種類と内容（金利リスク、為替リスク、信用リスク、価格変動リ  

スク、インフレリスク等）   

ウ リスクとリターンの関係   

工 長期運用の考え方とその効果   

オ 分散投資の考え方とその効果  

（4）加入者等に、運用プランモデル（老後までの期間や老後の目標資産植に応じて、   

どのような金融商品にどの程度の比率で資金を配分するかを例示したモデル）を   

示す場合にあっては、元本確保型の運用方法（令第16条各号に規定する運用の   

方法をいう。以下同じ。）のみで運用する方法による運用プランモデルを必ず含   

んでいるものとすること。  

4．加入者等への具体的な提供方法等  

（1）投資教育を行う事業主等はゝ次に掲げる方法によづ、加入者等に提供すること。  

① 投資翠育の方法としては、例えば資料やビデオの配布（電磁的方法による提   

供を含む。）、説明会の開催等があるが、各加入者等ごとに、当該加入者の資産   

の運用に関する知識及び経験等応じて、最適と考えられる方法により行うこと。  

② 事業主等は、加入者等がその内容を理解できるよう埋草蓼育を行う責務があ   

り、加入者等からその内容についての質問や照会等が寄せられた場合には、速   

やかにそれに対応すること。   

特に、加Å後の投資教育l三男いては、加入者等の知識等に応じて、個別」星   

体的な質問ゝ照会等が寄せられる⊆とから、コールセンター、オール蔓によ旦  
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個別の対応に配慮することが望ましい。   

また、‡テーマ等を決めて、社内報、インターネット等による継続的な情報提  

供を行うことや、既牢の社員研修の中に位置付けて継続的に実施することも効  

果埠である。  

夢 確定拠出年金制度l羊対する関心を喚起するため、公的年金制度の改革の動向  

や他の退職給付の内容等の情報提供を合わせて行うことにより、自らのライフ   

プランにおける確定拠出年金の位置づけそ考えられるようにすることが効果坦   

である。  

（2）事業主が確定拠出年金運営管理機関に投資教育を委託する場合においては、当   

該事業主は、投資教育の内容・方法、実施後の運用の実態、問題点等、投資教育   

卿況を把握するよう努めること。また、加入者等への資料等の配布、就業   

時間中における説明会の実施、説明会の会場の用意等、できる限り鱒力すること   

が望ましい。   

加入準の投資教育lこついても、その重要性lこ鑑み、できる限り多くの加入者等   

に参加、利用の機会が確保されることが望ましい。  

5．埋草撃睾と確定拠出年金法で禁止されている特定の運用の方法に係る金融商品の   
勧奨行為との関係  

（1）事業主等が上記3に掲げる鱒筆蓼育を加入者等に行う場合には、当該行為は法   

第100条第6号に規定する禁止行為には該当しないこと。  

（2）なお、事業主等が、価格変動リスク又は為替リスクが高い株式、外国債券、外   

貨預金等（この（2）において「株式等」という。）のリスクの内容について加   

入者等に十分説明した上で、老後までの期間及び老後の目標資産額に応じて株式   

等での運用を含んだ複数の運用プランモデルの提示を行う場合にあっても、当該   

行為は法第100条第6号に規定する禁止行為には該当しないこと。  
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第14 回  

平成1了年11月25日  

確定拠出年金  

連絡会議  

確定拠出年金関係の平成16年度実績について   

確定拠出年金について、平成16年度における業務の実施状況について、企業型年金  

実施事業主及び運営管理機開から報告を受理したので、これを取りまとめた。  

Ⅰ．企業型年金規約の報告（1，171規約）  

○ 加入者の状況  

企業型年金加入者は1，210，522人、運用指図者は7，026人。   

企業型年金（1，171規約）の厚生年金保険適用者数は1，944，209人。確定拠出年   

金への加入者の割合は62．3％（男性75．2％、女性32．1％）。  

○ 掛金及び資産の状況   

当該年度中に拠出された掛金額（運用益、資産移換分は含まず）は約1，222億円。   

前期からの繰越し、他制度からの移換金等を含めた運用指図を行った資産総額は約  

1兆1，318億円。なお、加入者が事業所に使用された期間が3年未満である場合の   
事業主に返還された資産額は約2億7千万円（5，067件）。  

○ 掛金額の平均   

各規約の一人当たり平均掛金額の全規約平均は11，869円。このうち、他に企業   

年金が無い場合の平均掛金額は13，643円、他に企業年金が有る場合の掛金平均額   

は9，390円。   



Ⅱ．運営管理機関の報告   

営業年度末が平成16年12月から平成17年3月までの間の運営管理機関の加入者数  

等を取りまとめた。（企業型年金及び個人型年金加入者のデータを集計）  

○ 運用関連運営管理機関（672機関）   

企業型年金のみを受託している機関は14機関、個人型年金のみを受託している   

機関は179機関、企業型年金、個人型年金の両方を受託している機関は63機関、   

受託をしていない機関は416機関。   

（注）運用関連運営管理機関とは、事業主から委託を受けて、運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並  

びに運用の方法に係る情報の提供業務を行う運営管理機関をいう。  

○ 記録関連運営管理機関（5機関）  

・加入者数及び運用資産  

営業年度末現在の加入者数及び運用指図者の合計は1，321，480人（加入者は   

1，297，712人、運用指図者は23，768人）。なお、当該年度中に拠出された掛金額   

（運用益、資産移換分は含まず）の合計は約1，337億円。  

・運用状況  

加入者及び運用指図者により運用されている資産額（前期からの繰越し、他制   

度からの移換金等を含む）は約1兆2，022億円。  

（注）記録関連運営管理機関とは、事業主から委託を受けて、加入者等の氏名、住所等の記録、保存、通知  

及び運用指図のとりまとめ、その内容の資産管理機関等への通知を行う運営管理機関をいう。  

○ 給付の状況   

老齢給付金、障害給付金等の給付件数は全体で4，512件、金額は約203億円。  

（注）企業型年金と運営管理機関の報告書の集計結果が異なるのは、企業型年金の集計   

は各企業の事業年度末が16年4月から17年3月までの間のデータの集計であるの   

に対し、運営管理機関の集計は各運営管理機関の営業年度末が17年3月末現在（一   

部は16年12月末）のデータの集計であり、事業年度末が到来していない企業型年   

金のデータを含んでいるためである。   












